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や
遺
族
年
金
を
受
け
て
い
る
人
に

は
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

　

万
一
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ

れ
た
場
合
や
届
か
な
い
場
合
に

は
、
日
本
年
金
機
構
の
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
に
お
い
て
源
泉
徴
収
票

の
再
交
付
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
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ダ
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午
前
９
時
30
分
〜
午
後
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時

・
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、
翌

日
以
降
の
開
庁
日
初
日
に
午
後
７

時
ま
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

・
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、

12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

※
発
送
ま
で
２
週
間
程
度
か
か
り

ま
す
の
で
、
お
急
ぎ
の
方
は
栃
木

年
金
事
務
所
（
０
２
８
２
（
22
）

４
１
３
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

「
平
成
28
年
分
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」
が
発
送
さ
れ
ま

す
！

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
平
成
28

年
中
に
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年

金
等
の
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給

事
由
と
す
る
年
金
を
受
け
取
ら
れ

た
皆
様
に
、
平
成
28
年
分
と
し
て

支
払
わ
れ
た
年
金
の
金
額
や
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額
等
を
お
知

ら
せ
す
る
「
平
成
28
年
分
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
中

旬
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
の
際
の
添
付
書

類
と
し
て
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

は
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
の
課
税
対
象
に
な
っ
て
い
な

い
た
め
（
非
課
税
）、
障
害
年
金

だ
さ
い
。

　

な
お
、
源
泉
徴
収
票
は
日
本
年

金
機
構
に
登
録
さ
れ
て
い
る
受
給

者
の
住
所
宛
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
来
訪
に
よ
る
源
泉
徴
収

票
の
再
交
付
の
受
付
、
そ
の
他
の

年
金
の
相
談
に
つ
い
て
は
年
金
事

務
所
及
び
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
等
の
際
は
、
年

金
証
書
等
の
基
礎
年
金
番
号
・
年

金
コ
ー
ド
が
分
か
る
も
の
を
ご
用

意
く
だ
さ
い
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
加

入
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
し
ま

し
ょ
う
！

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20

歳
〜
60
歳
の
方
が
加
入
す
る
制
度

で
す
。

　

や
が
て
訪
れ
る
長
い
老
後
生
活

の
保
障
だ
け
で
な
く
、
病
気
・
け

が
に
よ
り
障
が
い
が
残
っ
た
時
な

ど
、
生
活
の
安
定
を
損
な
う
よ
う

な
「
万
が
一
」
の
事
態
に
あ
な
た

や
あ
な
た
の
ご
家
族
を
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。

　

20
歳
の
誕
生
日
の
前
月
末
頃

に
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
「
国
民

年
金
加
入
の
ご
案
内
」
の
文
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

　

届
き
ま
し
た
ら
市
役
所
で
加
入

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
第
２
号
被
保
険
者
（
厚

生
年
金
・
共
済
組
合
等
の
加
入
者
）

と
な
っ
て
い
る
方
が
20
歳
に
な
っ

た
と
き
、
引
き
続
き
厚
生
年
金
等

に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
手
続

き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
が
20

歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
２
号
被

保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由
し
て
第

３
号
被
保
険
者
の
加
入
手
続
き
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
受
付
窓
口

　

市
民
課

■
持
参
す
る
も
の

・
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得

届
書

・
印
鑑

国
民
年
金
の
保
険
料

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料
（
定
額
）
は
月
額
１
６
，

２
６
０
円
（
平
成
28
年
度
）
で
す
。

な
お
、
経
済
的
な
事
情
で
保
険
料

を
納
め
ら
れ
な
い
と
き
の
た
め
に

「
保
険
料
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い

れ
ば
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
全
額

ま
た
は
一
部
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

　

学
生
の
方
に
は
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
、
50
歳
未
満
で

納
付
困
難
な
方
に
は
「
納
付
猶
予

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

※
手
続
き
を
せ
ず
、
未
納
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
時
効
に
よ
り
納
付

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
が
減
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ま
た
、
病
気
や
け
が
に

よ
り
障
が
い
が
残
っ
て
も
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問い合わせ先
市民課　☎（32）8895
栃木年金事務所
　　　　☎0282（22）4131

国民年金だより


